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○
松
ヶ
丘
・
太
田
ヶ
谷
線
か
ら
松
ヶ

丘
・
関
越
病
院
線
へ
の
変
更

　

従
来
の
「
松
ヶ
丘
・
太
田
ヶ
谷

線
」
の
一
部
の
便
に
、
鶴
ヶ
島
市
役

所
か
ら
関
越
病
院
間
の
運
行
を
新
た

に
加
え
、「
松
ヶ
丘
・
関
越
病
院
線
」

と
し
て
運
行
し
ま
す
。
ま
た
、
従
来

の
運
行
ル
ー
ト
の
、
松
ヶ
丘
ふ
れ
あ

い
広
場
か
ら
松
ヶ
丘
自
治
会
集
会
所

間
、
菜
の
花
保
育
園
か
ら
鶴
ヶ
島
市

役
所
間
で
、
ル
ー
ト
を
変
更
し
ま
す
。

バ
ス
停
の
新
設
：
境
児
童
公
園
、
柳

戸
町（
既
存
系
統
に
追
加
）、
カ
イ
ン

ズ
ホ
ー
ム
南（
既
存
系
統
に
追
加
）、

三
ツ
木
自
治
会
館
、
慈
眼
寺
東

バ
ス
停
の
廃
止
：
グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン

松
ヶ
丘
東

回
数
券
の
販
売
先
の

拡
大

　

つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
共
用
の

回
数
券（
大
人
11
枚
綴
り
２
０
０
０

円
）は
、
こ
れ
ま
で
、
東
武
バ
ス
ウ

エ
ス
ト
坂
戸
営
業
所
お
よ
び
つ
る
バ

ス
車
内
の
み
で
の
販
売
と
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
６
月
１
日
㈬
か
ら
は
つ

る
ワ
ゴ
ン
車
内
で
も
購
入
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス

の
導
入

　

市
で
は
、
バ
ス
運
行
事
業
者
と
連

携
し
て
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
の
導
入

を
図
っ
て
お
り
、
今
年
３
月
の
車
両

更
新
に
よ
り
、
つ
る
バ
ス
１
台
が
ノ

ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
計
画
的
に
導
入
し
て
い
き
ま

す
。

特
別
乗
車
証
の

相
互
利
用
の
開
始

　

６
月
１
日
㈬
か
ら
、
つ
る
バ
ス
・

つ
る
ワ
ゴ
ン
と
坂
戸
市
民
バ
ス
「
さ

か
っ
ち
バ
ス
・
さ
か
っ
ち
ワ
ゴ
ン
」

の
高
齢
者
・
障
害
者
特
別
乗
車
証
の

相
互
利
用
を
開
始
し
ま
す
。

　

特
別
乗
車
証
を
提
示
す
る
こ
と

で
、「
さ
か
っ
ち
バ
ス
・
さ
か
っ
ち

ワ
ゴ
ン
」
も
、
割
引
き
運
賃
で
乗
車

で
き
ま
す
。

坂
戸
市
民
バ
ス
に
関
す
る
問
合
先

坂
戸
市
市
民
生
活
課
市
民
文
化
担
当

（
☎
０
４
９・２
８
３・１
３
３
１
）

時
刻
表
の
配
布
に

つ
い
て

　

今
回
の
見
直
し
に
伴
う
つ
る
バ

ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
の
停
留
所
の
位
置

や
時
刻
、
乗
り
継
ぎ
が
で
き
る
停
留

所
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
月

号
の
広
報
に
折
込
み
さ
れ
て
い
る
時

刻
表
に
よ
り
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
23
年
よ
り
運
行
を
開
始
し
た

つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
は
、
平
成

27
年
度
に
は
28
万
人
を
超
え
る
皆
さ

ん
に
ご
利
用
い
た
だ
き
、
利
用
者
数

は
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

６
月
か
ら
、
公
共
・
公
益
施
設
へ

の
ア
ク
セ
ス
や
乗
継
の
改
善
、
路

線
の
延
伸
や
新
設
の
要
望
な
ど
、
新

た
な
課
題
に
対
応
し
、
よ
り
使
い
や

す
く
、
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
に
ご
利

用
い
た
だ
け
る
公
共
交
通
と
す
る
た

め
、
運
行
路
線
な
ど
を
変
更
し
ま
す
。

運
行
路
線
の

主
な
見
直
し
内
容

つ
る
バ
ス

○
南
北
線
の
一
部
ル
ー
ト
変
更

　

カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
東
か
ら
鶴
ヶ
島

市
役
所
間
の
ル
ー
ト
を
車
両
更
新
に

伴
う
安
全
走
行
の
観
点
か
ら
変
更
し

ま
す（
こ
れ
に
伴
う
バ
ス
停
の
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
）。

つ
る
ワ
ゴ
ン

○
坂
戸
駅
線
の
循
環
運
行
方
向
の
変

更
　

夕
方
の
便
を
、
現
行
の
時
計
回
り

の
運
行（
鶴
ヶ
島
市
役
所
〜
狩
野
動

物
病
院
〜
関
越
病
院
〜
坂
戸
駅
南
口

〜
鶴
ヶ
島
市
役
所
）か
ら
、
反
時
計

回
り
の
運
行（
鶴
ヶ
島
市
役
所
〜
坂

戸
駅
南
口
〜
関
越
病
院
〜
狩
野
動
物

病
院
〜
鶴
ヶ
島
市
役
所
）に
変
更
し

ま
す
。

○
東
西
線
の
停
留
所
の
一
部
変
更

　
「
ポ
ポ
ラ
」
停
留
所
を
商
工
会
館

前
に
移
設
し
、
名
称
を
「
商
工
会
」

と
改
め
ま
す
。

○
特
別
便
東
線
の
廃
止

　
「
松
ヶ
丘
・
太
田
ヶ
谷
線
」
で
運

行
し
て
い
た
「
特
別
便
東
線
」
の
鶴

ヶ
島
市
役
所
・
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

間
の
運
行
を
廃
止
し
ま
す
。

○
富
士
見
・
上
広
谷
線
か
ら
富
士
見
・

五
味
ヶ
谷
線
へ
の
変
更

　

若
葉
駅
東
口
〜
鶴
ヶ
島
駅
西
口

間（
従
来
の
「
富
士
見
・
上
広
谷
線
」

の
一
部
）は
、「
富
士
見・五
味
ヶ
谷
線
」

と
し
て
運
行
し
ま
す
。

○
富
士
見
・
上
広
谷
線
か
ら
上
広
谷
・

坂
戸
駅
南
口
線
へ
の
変
更

　

鶴
ヶ
島
駅
西
口
〜
鶴
ヶ
島
市
役
所

間（
従
来
の
「
富
士
見
・
上
広
谷
線
」

の
一
部
）は
、「
上
広
谷
・
坂
戸
駅
南

口
線
」
と
し
て
、
鶴
ヶ
島
市
役
所
〜

坂
戸
駅
南
口
〜
関
越
病
院
〜
鶴
ヶ
島

市
役
所
間
の
運
行
を
新
た
に
加
え
て

運
行
し
ま
す
。
停
留
所
は
、
坂
戸
駅

線
の
停
留
所
と
共
用
し
ま
す
。

つ
る
バ
ス
・
つ
る
ワ
ゴ
ン
の
運
行
な
ど
が

６
月
か
ら
変
わ
り
ま
す

 

問
合
先　

都
市
計
画
課
交
通
政
策
担
当
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鶴
ヶ
島
の
健
康
づ
く
り

　

市
で
は
、
平
成
23
年
度
に
「
鶴
ヶ

島
市
健
康
づ
く
り
計
画
・
食
育
推
進

計
画
」
を
策
定
し
、
市
民
の
健
康
づ

く
り
と
食
育
の
推
進
の
た
め
、
様
々

な
施
策
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
こ
の

計
画
期
間
が
終
了
し
た
こ
と
か
ら
、

社
会
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
、
国
や
県

の
基
本
的
な
方
向
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
に
基
づ
き
、「
第
二
次
鶴
ヶ
島
市

健
康
づ
く
り
計
画
・
食
育
推
進
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
市
民

が
さ
ら
に
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
取

り
組
み
を
主
体
的
に
行
え
る
よ
う
、

個
人
・
地
域
・
行
政
が
一
体
と
な
っ

て
取
り
組
む
た
め
の
指
針
と
な
る
も

の
で
す
。

　

あ
な
た
も
今
よ
り
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ

プ
し
た
健
康
習
慣
に
取
り
組
ん
で
み

ま
せ
ん
か
。

【
基
本
方
針
】　

１　

地
域
で
ス
ク
ラ
ム
健
康
運
動
事

業
の
展
開

２　

市
民
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
と
し
た

健
康
づ
く
り
の
推
進

３　

自
治
会
、
地
域
支
え
合
い
協
議

会
、
そ
の
他
地
域
の
各
種
団
体

等
に
よ
る
連
携

４　

食
育
を
支
え
る
環
境
づ
く
り
の

推
進

５　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
と
介
護
予
防
の
推
進

　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
各
市

民
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

鶴
ヶ
島
市
健
康
づ
く
り

推
進
協
議
会
委
員
募
集

　

市
で
は
、
健
康
づ
く
り
事
業
を
総

合
的
に
推
進
す
る
た
め
、「
鶴
ヶ
島

市
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
」
を
設

置
し
ま
す
。

対
象　
市
内
在
住
で
18
歳
以
上
の
方

（
鶴
ヶ
島
市
議
会
議
員
、
鶴
ヶ
島
市

の
各
行
政
委
員
会
の
委
員
、
公
務
員

を
除
く
）。

募
集
人
員　

若
干
名（
選
考
に
よ
り

決
定
）

内
容　

運
動
・
食
育
・
地
域
の
健
康

づ
く
り
な
ど
、
今
後
の
健
康
づ
く
り

の
推
進
に
つ
い
て
の
協
議

任
期　

平
成
28
年
６
月
〜
平
成
30
年

５
月（
２
年
間
を
予
定
）

申
込
み　

応
募
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
、
5
月
20
日
㈮
ま
で

に
直
接
、
郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル（

10500150@
city.tsurugashim

a.
lg.jp

で
健
康
増
進
課
へ
。
申
込
書
は
、

健
康
増
進
課
窓
口
で
配
布
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
く
だ
さ
い
。

ポイントを貯めて楽しく健康づくりポイントを貯めて楽しく健康づくり
～つるがしま健康マイレージ～～つるがしま健康マイレージ～

　平成28年度も、市民の皆さんの健康づ
くりを応援するポイント制度「つるがしま
健康マイレージ」を実施しています。対象
事業は、市ホームページまたは各市民セン
ターの健康コーナーで確認できます。

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
る
！

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
た
健
康
づ
く
り
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
る
！

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
た
健
康
づ
く
り
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

〜「
第
二
次
鶴
ヶ
島
市
健
康
づ
く
り
計
画
・
食
育
推
進
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
〜

　
　
問
合
先
　
健
康
増
進
課
健
康
増
進
担
当

　市では、みんなで楽しく声掛けあって「今より１日1,000歩多く歩こう」
を目標として、タニタ健康機器を活用した健康づくり運動を進めています。
今年度からは、手帳に記録して参加するコースを追加し、参加者の拡大を
図り、市民の健康長寿と医療費の抑制をめざします。多くの方のご参加を
お待ちしています。
期間　6月～12月
募集人員　250人
①しっかりデータコース
◆タニタ通信機能付き歩数計を貸与します。
◆各市民センターなどに設置した血圧計・体組成計・カ
ードリーダーを使って定期的に計測してもらいます。
②らくらく手帳コース
◆毎日の歩数を手帳に書いてもらいます。
共通事項
◆パワーアップ健康応援講座に参加できます。
◆健康マイレージポイントを付与します。
申込み　5月16日（月）～6月13日（月）まで（申込順）。申込書の配布と受付は健康増進課窓口
または各市民センターへ。申込書は、市ホームページからもダウンロードできます。

さあ、始めよう！「今よりさあ、始めよう！「今より11日日1,0001,000歩多く歩こう」歩多く歩こう」
新規
参加者
募集

体組成計

歩数計とカードリーダー歩数計とカードリーダー
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　経済センサス-活動調査は国の経済構造を明
らかにする統計調査で、全ての事業所・企業
を対象に実施します。統計調査員が市内の事
業所・企業を訪問しますのでご協力お願いし
ます。
対象　統計法第2条第9項に規定する統計基準
である日本標準産業分類に掲げる産業に属す
る事業所（農業などの個人経営の事業所、地方
公共団体の事業所などを除く）
実施方法　5月20日（金）から調査員が事業所・
企業を訪問します。
回収方法　調査員に手渡し（封入可）、インタ
ーネット
※調査票に記入された内容は、統計の作成に
関連する目的以外には使用されることはあり
ません。
その他　調査票の記入方法などについてのお
問合せは
《総務省コールセンター》
日時　5月6日（金）～9月30日（金）9時～20時
　　　（土・日曜日、祝日も利用できます）
電話　0120・143・150（調査票記入方法など）
　　　0120・671・937（インターネット回答）

【かたり調査にご注意を】
　統計調査を装って、家族構成や資産の状況
などを聞き出すなどのかたり調査にご注意く
ださい。調査期間中、調査員は調査員証を携
帯して訪問します。
問合先　市政情報課統計担当

空家などの適正な管理は所有者などの責務です
　空家などを危険な状態で放置した結果、建物が倒壊した
り、強風で建物の一部が飛散するなどして他人に被害を与
えた場合、空家などの所有者または管理者（相続人など建物
を管理すべき人を含む）に対して賠償責任を問われること
があります。
　空家などを所有または管理している方は、定期的に様子を
見るなど状況を確認し、周囲に悪影響を及ぼしたり危険な状
態にある場合は、早急に修繕や改修、撤去など適切な対応を
お願いします。
　また、空家などの敷地内の樹木や雑草の除去、害虫の駆
除などの維持管理に努め、近隣の住民に不安を与えたり、
迷惑を掛けることのないよう適正な管理をお願いします。
自分で維持管理ができない場
合はシルバー人材センターな
どにお問い合わせください（シ
ルバー人材センター☎049・
285・8172）。
特定空家などに対する措置について
　昨年の5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」
が施行され、空家などが下記に該当した場合、「特定空家」
などに指定され、市が立入調査、勧告・指導、命令、代執
行ができるようになりました。
① そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる
おそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を
損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ
とが不適切である状態

　このような状態になる前に適正な管理をお願いします。
空家を売りたい、貸したい方へ
　市では「空家バンク」制度を利用し、空家の売買・貸借
を希望する人から申込みを受けた情報を、空家の利用を希
望する人に紹介しています。
　空家を売りたい、貸したい方はぜひ登録（建物の状態に
よっては、登録できない物件もあります）をお願いします。
空家の相談窓口が都市計画課になりました
　平成28年4月から空家に関する相談窓口が、安心安全推
進課から都市計画課へ変更となりました。
問合先　都市計画課開発建築担当

　

平
成
28
年
４
月
、
鶴
ヶ
島
市
立
障

害
者
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
く
生
活

介
護
施
設
に
移
行
し
、
名
称
も
「
鶴

ヶ
島
市
立
障
害
者
生
活
介
護
施
設
」

に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

在
宅
で
常
時
介
護
を
要
す
る
障
害

者
の
日
中
活
動
の
場
と
し
て
、
従
来

よ
り
も
質
の
高
い
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
者
に
提
供
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

問
合
先　

障
害
者
福
祉
課
障
害
者
福

祉
担
当

　

緑
が
ま
ぶ
し
い
季
節
で
す
。
き
い

ち
ご
利
用
者
と
一
緒
に
ガ
ー
デ
ン
パ

ー
テ
ィ
ー
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　
５
月
21
日
㈯
11
時
〜
14
時

※
雨
天
の
場
合
は
、
22
日
㈰
に
順
延
。

荒
天
時
中
止
。

場
所　

鶴
ヶ
島
市
立
障
害
者
生
活
介

護
施
設
中
庭

内
容　

授
産
品
や
有
機
減
農
薬
野
菜

の
販
売
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に

よ
る
催
し
物
や
演
奏
会
、
豪
華
商
品

が
当
た
る
抽
選
会
な
ど

問
合
先　

鶴
ヶ
島
市
立
障
害
者
生
活

介
護
施
設（
☎
 ０
４
９・
２
８
７・
７

４
５
６
）

「
き
い
ち
ご
」が

「
き
い
ち
ご
」が

生
活
介
護
施
設
に
生
ま
れ

生
活
介
護
施
設
に
生
ま
れ

変
わ
り
ま
し
た

変
わ
り
ま
し
た

第
２
回

第
２
回

き
い
ち
ご
パ
ー
テ
ィ
ー

き
い
ち
ご
パ
ー
テ
ィ
ー

ついて

空家などの適正な管理と活用のために空家などの適正な管理と活用のために平成28年6月1日経済センサス平成28年6月1日経済センサス--
活動調査を実施します活動調査を実施します
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　糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めるだ
けでなく、重症化すると腎症、網膜症、神経障害な
ど日常生活に大きな影響を及ぼす合併症を引き起こ
す病気です。重症化予防のためには、病気の早期発
見と継続的な治療、食事や運動面での生活習慣の改
善が重要とされています。
　市では、埼玉県および埼玉県国民健康保険団体連
合会と共同で国民健康保険被保険者を対象に特定健
診のデータや医療機関受診状況を分析し、生活習慣
病腎症重症化予防対策事業を実施します。該当する
方には、次のご案内をお届けします（一部電話連絡
を含む）。
【受診勧奨のご案内】
　「受診勧奨通知」の郵送や受託業者が電話連絡を
行います。
対象者　①糖尿病の治療が必要な方
　　　　②糖尿病の治療を中断された方
【保健指導のご案内】
　適切な食事の摂り方や適度な運動の実践など、生
活習慣病を改善するための「生活習慣改善支援プロ
グラムのご案内」を郵送します。
対象者　糖尿病性腎症（※）の重症化リスクが高い方
※糖尿病性腎症
　糖尿病の合併症の1つで高血糖状態が続くことに
より、腎臓の機能が損なわれ血液中の老廃物を尿と
して排出できなくなり、最終的に腎不全となる危険
な病気。
　なお、上記のご案内の送付を希望しない方は、5
月20日（金）までにご連絡ください。
問合先　保険年金課国民健康保険担当

　5月から9月は光化学スモッグが発生しやすい季節
です。
　市では光化学スモッグ注意報・警報が発令された
場合、市の防災行政無線でお知らせするほか、公共
施設や金融機関に看板を設置して注意を呼びかけて
います。
　また、埼玉県大気環境課では、インターネットで
情報を公開しています。なお、鶴ヶ島市は「県南西
部地域」になります。
ウェブサイト　http://www.taiki-kansi.pref.saita
ma.lg.jp/smog.html
携帯サイト　http://www.taiki-kansi.pref.saitama.
lg.jp/m/
光化学スモッグが発生しやすい気象条件
天気：晴れまたは薄曇り
風向：朝方に北よりの弱い風が吹き、日中南よりの
風に変わる
風速：日中の平均風速が秒速4ｍ以下
気温：日中最高気温が25℃以上
注意報が発令されたら
●屋外に外出するのは極力避ける。
●目などに刺激を感じたらすぐに室内に入る。
● 乳幼児、高齢者、病弱な方は、健康な成人よりも
被害を受けやすいので特に注意する。
●自動車の使用を控える。
※光化学スモッグとは
　工場や自動車などから排出される窒素酸化物や揮
発性有機化合物に、太陽の紫外線があたることによ
り発生し、目やのどの粘膜に刺激を与え、健康被害
を引き起こすことがあります。
問合先　生活環境課環境保全担当

　高齢者向けの給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の支給を受けるには、申請が必要です。
対象　平成28年度中に65歳以上となる（昭和27年4月1日以前に生まれた）方で、平成27年度の住民税（均等割）
が非課税の方（住民税課税者の扶養親族などを除く）。
支給額　3万円（1回限り）
申請期間　7月29日（金）まで
※対象となる可能性のある方には、申請書を郵送しました。申請書が届いていない方などは、お問い合わせく
ださい。
申請・問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

きれいなまちづくり運動春期一斉清掃
　市では、市民や自治会などと協働して、身近な環境美化と保全を目的に
一斉清掃を実施します。市民の皆さんの参加をお願いします。
期日　5月22日（日）
場所　地域の道路や公園など（清掃箇所・開始時間などは、それぞれの自治
会にお問い合わせください）。
その他　雨天の場合は、29日（日）に延期。29日も雨天の場合は中止。延期
や中止のときは、7時30分ごろ防災行政無線で放送します。
問合先　生活環境課環境推進担当

高齢者向けの給付金の申請を受け付けています高齢者向けの給付金の申請を受け付けています

生活習慣病腎症重症化予防対策
事業のお知らせ

光化学スモッグにご注意ください
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　災害義援金・海外救援金の募集に
つきましては、多くの皆さまから温
かいご支援をお寄せ頂きありがとう
ございます。日本赤十字社鶴ヶ島市
地区での受付状況（Ｈ27.4.1～Ｈ28.
3.31）は、次のとおりです。
●東日本大震災 20万3419円
●屋久島町口永良部島
　新岳噴火災害 1万7522円
●平成27年台風第18号等
　大雨災害 2万4439円
●平成27年台風第21号
　与那国町災害 3413円
●長野県神城断層地震 7650円
●2015年ネパール地震 2万4477円
●2016年台湾地震 4938円
　お預かりしました災害義援金や海
外救援金は、日本赤十字社埼玉県支
部を通じて被災地に送金され、被災
地域の復旧・復興に役立てられてい
ます。

　養命酒製造株式会社と「災害時における井戸使用に
関する協定」、共和エンジニアリング株式会社と「災害時
における応急復旧業務に関する協定」を締結しました。
　この2つの協定締結により、災害時の水源および停
電時の電源が確保され、安定的な応急給水活動が可
能となり、市民生活の安定が図られます。

災害時協定災害時協定 　西入間警察署、坂戸・鶴ヶ島消防組合および鶴ヶ
島市コミュニティ協議会の4者による「鶴ヶ島市犯罪
情報の住民提供等に関する協定」を締結しました。
　この協定締結により、警察からの依頼により犯罪の
事案に応じて、防災行政無線や市ツイッター、市メー
ルマガジンなどのサービスを活用し、市民の皆さんへ
積極的に情報提供を行うとともに、関係機関や団体と
連携しながら、地域の安全確保に取り組みます。

　

日
本
赤
十
字
社
は
、
日
本
赤
十
字

社
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
て
い
る
法
人

で
、
血
液
事
業
、
医
療
事
業
な
ど
の

人
道
的
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
赤
十
字
社
の
様
々
な
事
業
活

動
は
、赤
十
字
の
理
念
や
活
動
に
ご
賛

同
を
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
か
ら
の「
社

資
」に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
年
も
、
社
資
募
集
に
つ
い
て
、

各
自
治
会
に
ご
協
力
を
依
頼
し
て
い

ま
す
。
つ
い
て
は
、
自
治
会
役
員
の

方
が
各
世
帯
を
訪
問
し
ま
す
の
で
、

そ
の
際
に
は
、
赤
十
字
事
業
の
一
層

の
充
実
、
発
展
と
い
う
趣
旨
を
ご
理

解
の
上
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

平成28年熊本地震災害義援金
を受け付けています。

市役所および各市民センターにて
６月30日（木）まで。

５
月
は
日
本
赤
十
字
社
社
員
増
強
運
動
月
間

日
本
赤
十
字
社
の
活
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

問
合
先　
日
本
赤
十
字
社
鶴
ヶ
島
市
地
区

 

（
福
祉
政
策
課
福
祉
政
策
・
地
域
福
祉
担
当
）

ま
た
、
自
治
会
に
未
加
入
で
、
赤
十

字
活
動
に
ご
賛
同
い
た
だ
け
る
方

は
、
直
接
福
祉
政
策
課
に
ご
連
絡
を

く
だ
さ
い
。

●
日
本
赤
十
字
社
の
基
本
原
則

　

日
本
赤
十
字
社
は
、
次
の
７
つ
の

原
則
に
よ
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

人
道
…
人
間
の
い
の
ち
、
健
康
、
尊

厳
を
守
る
た
め
、
苦
痛
の
予
防
と
軽

減
に
努
め
る

公
平
…
差
別
を
せ
ず
、
最
も
助
け
が

必
要
な
人
を
優
先
す
る

中
立
…
全
て
の
人
の
信
頼
を
得
て
活

動
す
る
た
め
、
一
切
の
争
い
に
加
わ

ら
な
い

独
立
…
国
な
ど
の
人
道
活
動
に
協
力

す
る
が
、
自
主
性
を
保
つ

奉
仕
…
利
益
を
求
め
ず
、
人
を
救
う

た
め
、
自
発
的
に
行
動
す
る

単
一
…
国
内
唯
一
の
赤
十
字
社
と
し

て
、
全
て
の
人
に
開
か
れ
た
活
動
を

進
め
る

世
界
性
…
世
界
の
赤
十
字
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
生
か
し
、
互
い
の
力
を
合
せ

て
行
動
す
る

●
活
動
資
金
の
主
な
使
い
道

１
災
害
救
助
活
動

２
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
事
業

３
国
際
救
援
活
動

４
救
急
医
療
活
動
や
看
護
師
養
成
事

業５
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の

た
め
の
血
液
事
業

６
社
会
福
祉
事
業　
な
ど

災害義援金・海外救援金
受付状況報告

犯罪情報の住民提供等に関する協定犯罪情報の住民提供等に関する協定
協定を締結しました
 問合先　安心安全推進課
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 問合先　税務課資産税担当・市民税担当

　5月2日（月）付けで納税通知書を発送します。納税通知書が届かない
場合は、ご連絡をお願いします。

名称 対象者 問合先

固定資産税・
都市計画税
納税通知書

平成28年1月1日現在、鶴ヶ島市内に固定
資産（土地・家屋・償却資産）を所有して
いる方

税務課
資産税担当

ただし、同一人が所有する土地・家屋・
償却資産のそれぞれの課税標準額が一定
の額（土地：30万円、家屋：20万円、償
却資産：150万円）に満たない場合は、課
税されないため、納税通知書は発送いた
しません。

軽自動車税
納税通知書

平成28年4月1日現在、原動機付自転車、
軽自動車、小型特殊自動車または2輪の小
型自動車を所有している方

税務課
市民税担当

副市長就任
　4月1日付けで和

わ

田
だ

公
きみ

雄
お

副市
長が就任しました。
問合先　人事課

 問合先　税務課市民税担当
　障害のある方などが所有する車両について、一定の要件を満たす
場合は、障害者1人につき普通自動車を含めて1台に限り、申請に
より減免されます。
減免の対象となる軽自動車
①障害者または戦傷病者（以下「障害者」といいます）が所有する軽
自動車で、自らが運転するもの
②障害者が所有する軽自動車（障害者と生計をともにする方が所有
する軽自動車を含む）で、その方の通院、通学、通勤、または仕事のた
めにその方と生計をともにする方が運転するもの
③障害者のみで構成される世帯の方が所有する軽自動車で、その方
を常時介護する方が運転するもの
④軽自動車の構造が、障害者が利用するためのものであるもの
※①～③に当てはまる場合でも障害区分などにより減免の対象に
ならない場合もあります。減免対象となる障害区分などについては、
お問い合わせください。
　また、①～③については自動車検査証または、軽自動車届出済証
に事業用と記載されているものは除きます。
※昨年度減免された方も毎年申請が必要です。なお、納税後の減免
はできません。

　

身
体
や
知
的
に
障
害
が
あ
る
児

童
、
ま
た
は
発
育
・
発
達
に
遅
れ
や

不
安
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
、
基
本

的
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
や

集
団
生
活
の
適
応
性
を
高
め
る
た
め

に
必
要
な
指
導
や
訓
練
を
行
い
、
児

童
の
発
達
を
援
助
し
ま
す
。

対
象　

市
内
在
住
の
１
歳
か
ら
小
学

校
就
学
前
ま
で
の
保
護
者
の
送
迎
が

可
能
な
児
童

費
用　

無
料（
給
食
は
実
費
・
保
険

代
自
己
負
担
）

指
導
内
容　

児
童
の
発
達
に
合
わ
せ

て
次
の
指
導
な
ど
を
行
い
ま
す
。

•
通
所
指
導　

遊
び
や
生
活
の
中
で

の
児
童
に
合
わ
せ
た
指
導
、
専
門
家

に
よ
る
訓
練

　
日
時　
月
〜
金
曜
日
９
時
〜
13
時

　
定
員　
20
人

•
外
来
指
導　

他
の
施
設
に
通
っ
て

い
る
児
童
や
個
別
に
よ
る
指
導
が
必

要
な
児
童
に
対
す
る
専
門
家
に
よ
る

指
導（
要
予
約
）

•
親
子
教
室　

心
身
の
発
達
に
不
安

が
あ
る
児
童
と
そ
の
保
護
者
に
対

す
る
、
発
達
を
促
す
場
の
提
供
や
専

門
家
な
ど
に
よ
る
指
導（
週
２
回
実

施
）。

問
合
先　

発
育
支
援
セ
ン
タ
ー（
☎

０
４
９・２
７
９・１
２
２
７
）

発
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
利
用
案
内

発
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
利
用
案
内

● 申請に必要な書類など ●
●手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦
傷病者手帳）
●運転免許証
●自動車検査証または軽自動車届出済証
●納税通知書
●納税義務者のマイナンバーカード（個人番号カード）または通知カード
※障害者と住所が異なる運転者が、同一生計または常時介護してい
る場合には、現況書が必要なため、ご印鑑をお持ちください。
申請期限　5月24日（火）

固定資産税、軽自動車税の納税通知書発送のお知らせ固定資産税、軽自動車税の納税通知書発送のお知らせ

軽自動車税の減免のお知らせ軽自動車税の減免のお知らせ

今月の納期　◆固定資産税・都市計画税１期、軽自動車税全期
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公共下水道へ接続しましょう
下水道が使用できる区域の方は
 早期の接続をお願いします
問合先　坂戸、鶴ヶ島下水道組合業務課（☎049・288・3361）

◎
下
水
道
へ
の
接
続
に

 

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

下
水
道
は
、
台
所
、
ト
イ
レ
な
ど
か
ら

出
る
汚
水
を
衛
生
的
に
処
理
し
、
皆
さ
ん

の
住
環
境
を
良
好
に
す
る
施
設
で
す
。

　

し
か
し
、
せ
っ
か
く
整
備
し
た
下
水
道

も
皆
さ
ん
に
接
続
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ

ば
生
活
環
境
の
改
善
・
水
質
の
保
全
と
い

う
下
水
道
の
効
果
が
発
揮
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

下
水
道
法
で
は
、
下
水
道
が
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
、
浄
化
槽
は
遅
滞
な
く

下
水
道
へ
接
続
す
る
こ
と
、
く
み
取
り
ト

イ
レ
は
３
年
以
内
に
水
洗
化
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
未
接
続
世
帯
へ
は

職
員
が
普
及
活
動
に
伺
い
ま
す

　

当
組
合
職
員
が
戸
別
訪
問
で
の
普
及
活

動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
早
期
の
下
水
道

接
続
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
下
水
道
へ
の
接
続
は

 

指
定
工
事
店
で

　

下
水
道
へ
の
接
続
は
、
当
組
合
の
指
定

を
受
け
た
「
坂
戸
、
鶴
ヶ
島
下
水
道
組
合

指
定
下
水
道
工
事
店
」
で
な
い
と
工
事
が

で
き
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

下
水
道
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

ス
イ
ス
イ

雨水を外の流しで
流してはいけません。

雨どいを汚水管や汚水ますにつなげて
雨水を流してはいけません。

悪い例

～雨どいは汚水管へつなぐことができません～～雨どいは汚水管へつなぐことができません～
鶴
ヶ
島
市
の
下
水
道
は

 

分
流
式
で
す

　

市
の
下
水
道
は
分
流
式
と
呼
ば

れ
る
方
法
で
処
理
し
て
い
ま
す
。

分
流
式
で
は
、
汚
水
と
雨
水
を
そ

れ
ぞ
れ
別
々
に
処
理
し
て
お
り
、

一
緒
に
流
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

雨
水
を
汚
水
管
に
流
す
と
…

•
大
雨
の
時
は
、
道
路
上
の
マ
ン

ホ
ー
ル
や
、
宅
地
内
の
汚
水
ま
す

か
ら
汚
水
が
あ
ふ
れ
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

•
ま
た
、
下
水
処
理
場
で
汚
水
を

処
理
し
き
れ
ず
、
川
や
海
の
水
質

を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。

確
認
し
ま
し
ょ
う

　

宅
地
内
の
雨
水（
雨
ど
い
な
ど
）

が
汚
水
に
流
れ
て
い
な
い
か
確
認

し
ま
し
ょ
う
。
現
在
、
誤
っ
て
雨

水
を
流
し
て
い
る
方
は
、
雨
水
を

流
さ
な
い
よ
う
改
善
を
お
願
い
し

ま
す
。
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防火管理者資格取得（新規）講習会
　消防法施行令に基づく、防火管理資格（甲種）を取得す
る講習会を行います。多数の人が利用する事業所などで、
資格者がいない場合には必ず受講し、防火管理者の選任
をしてください。
日時　６月15日（水）・16日（木）８時30分～16時30分
場所　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（坂戸市鎌倉町16-16）
　　　※駐車場はありません。
対象　原則として鶴ヶ島市、坂戸市に在住または在勤で、事
業所などで管理監督的な地位にある方
定員　60人（申込順）
費用　3650円（申込当日に集金）
申込み　５月30日（月）・31日（火）8時30分～16時
問合先　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部予防課（☎049・281・
3117）

ご
み
と
資
源
の
出
し
方

〜
ル
ー
ル
厳
守
の
お
願
い
〜

　

ス
プ
レ
ー
缶（
カ
セ
ッ
ト
ガ
ス
ボ

ン
ベ
な
ど
）は
、
必
ず
中
身
を
使
い

切
り
、
穴
を
開
け
て
「
び
ん
・
か
ん

の
収
集
日
」
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
12
月
15
日
川
角
リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ
の
回
転
破
砕
機
で
爆
発
事

故
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

爆
発
の
原
因
は
、
未
使
用
の
ス
プ

レ
ー
缶（
カ
セ
ッ
ト
ガ
ス
ボ
ン
ベ
な

ど
）が
燃
や
せ
な
い
ご
み
の
中
に
混

入
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
処
理
機

械
の
中
に
ガ
ス
が
充
満
し
、
爆
発
が

起
っ
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
爆

発
に
よ
り
多
く
の
設
備
が
損
傷
し
、

数
日
間
に
わ
た
り
搬
入
物
の
処
理
が

全
く
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後
、

同
様
の
爆
発
事
故
が
起
き
る
と
、
不

燃
ご
み
を
は
じ
め
、
び
ん
・
缶
・
ペ

ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
の
処
理
が
出
来
な

く
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

　

施
設
を
安
定
し
て
稼
働
さ
せ
る
に

は
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
正
し
く
分
別

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠

で
す
。
今
回
の
事
故
を
機
会
に
分
別

方
法
を
再
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
分

別
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

ス
プ
レ
ー
缶
の
出
し
方

①　
中
身
を
使
い
切
る
。

②　

屋
外
の
風
通
し
の
よ
い
と
こ
ろ

で
穴
を
あ
け
る
。

　

※
高
齢
や
障
害
な
ど
に
よ
り
穴
が

あ
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、
別
袋
に
入

れ
て
「
キ
ケ
ン
」
と
表
示
す
る
。

③　
び
ん
・
か
ん
の
日
に
出
す
。

　

※
燃
や
せ
な
い
ご
み
・
有
害
ご
み

の
日
に
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

埼
玉
西
部
環
境
保
全
組
合

高
倉
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー（
☎
０
４

９・
２
７
１・
１
５
０
０
）・
川
角

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ（
☎
０
４
９
・

２
９
４・４
１
１
５
）

水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し
ま
す

　

水
道
水
の
適
正
な
使
用
量
を
測
定

す
る
た
め
、
計
量
法
に
基
づ
き
水
道

メ
ー
タ
ー
の
交
換
を
行
い
ま
す
。
今

年
度
は
次
の
期
間
に
予
定
し
て
い

ま
す
。
該
当
す
る
皆
さ
ん
に
は
、
は

が
き
で
通
知
し
ま
す
の
で
、
メ
ー
タ

ー
ボ
ッ
ク
ス
内
や
メ
ー
タ
ー
が
入
っ

て
い
る
パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト
内
を
清
掃

し
、
作
業
し
や
す
い
よ
う
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

実
施
予
定
期
間　
５
月
〜
12
月

施
工
業
者　
第
一
環
境
㈱

問
合
先　

坂
戸
、
鶴
ヶ
島
水
道
企
業

団（
☎
０
４
９・２
８
３・１
９
５
３
）

防火管理者を選任すべき
防火対象物

選任すべき防火管理者
甲　種 甲種または乙種

老人短期入所施設、養護老人ホー
ムなどで収容人員が10人以上

延べ面積に
関係なく全て

飲食店、マーケット、保育園、幼
稚園、病院、老人デイサービスセ
ンターなどで収容人員が30人以上

延べ面積
300㎡以上

延べ面積
300㎡未満

共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫、
事務所などで収容人員が50人以上

延べ面積
500㎡以上

延べ面積
500㎡未満

『消しましょう　その火その時　その場所で』
 2016 年度全国統一防火標語

消防情報消防情報
問合先　坂戸・鶴ヶ島消防本部　 ☎049・281・3119

http://sakatsuru119.jp/

自転車はマナーを守って！自転車はマナーを守って！
　埼玉県など九都県市では、毎年5月の「自転
車月間」に合わせて一斉に自転車マナー向上の
ための強化月間を実施します。交通ルールの遵
守と交通マナーの向上に取り組むことにより交
通事故防止を図り、歩行者、自転車および自動
車などが共に安全に通行できる地域社会の実現
に寄与することを目的としています。
　県内では、依然として自転車事故が多く発生
しています。自転車事故を起こした結果、高額
な賠償責任が生じることも少なくありません。
自転車保険は多種多様ですが、自動車保険や火
災保険など、すでに加入している保険に付帯し
て契約できるものもあります。自分に合う保険
を探し、加入するよう心掛けましょう。
運動期間　5月1日（日）から31日（火）までの1か
月間
九都県市共通運動重点
○自転車交通ルールの遵守およびマナーの向上
（特に自転車安全利用五則の周知徹底）
○自転車の点検整備の促進
埼玉県運動重点
○自転車損害保険などへの加入促進
○幼児・児童および生徒、
高齢者の自転車乗用時の
ヘルメットの着用促進
問合先　安心安全推進課
交通安全・防犯担当
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